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　平成 20 年 4 月から、現在の「老人保健制度」が廃

止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まります。

75 歳以上の方は、すべての方がこの制度の被保険者

（加入者）となります。（65 歳以上で一定の障がいが

あると認定された方も対象となります。）

　この制度では、被保険者一人一人が、その負担能力

に応じて、公平に保険料を負担していただくことにな

ります。皆さんの保険料は、それぞれの所得に応じて

負担していただく「所得割額」と、被保険者全員に等

しく負担していただく「被保険者均等割額」の合計額

となります。

所得割率

９．６３％

被保険者均等割額

４３，１４３円

◆保険料の軽減について

所　得　割　額

（総所得金額－ 33 万円）× 9.63％

　所得の低い世帯の方は、以下の基準により被保険者

均等割額が軽減されます。

軽減割合 世帯の総所得金額等（※）

� 割軽減 �� 万円を超えない世帯

� 割軽減
�� 万円＋ �� 万 � 千円×世帯内の被保険者数

（被保険者である世帯主を除く）を超えない世帯

� 割軽減
�� 万円＋ �� 万円×世帯内の被保険者数を

超えない世帯

　また、後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用

者保険（会社の健康保険や共済組合など）の被扶養者

であった方は、これまで保険料の負担がなかったこと

を考慮して、２年間、所得割額が課されず、均等割額

が５割軽減されます。

　なお、平成 20 年度に限り、9 月

までは保険料が徴収されず、10 月

からの半年間は被保険者均等割額

が９割軽減されます。

◆年間の保険料額について（試算）
　次の表は、年間の保険料額がどの程度になるかを試

算したものです。あくまでも目安であり、実際の保険

料額は、被保険者それぞれの収入、所得及び世帯構成

などによって異なる場合があります。

年金収入 ��0 万円 ��0 万円 �00 万円 ��0 万円 �00 万円

総所得 0 円 �0 万円 �0 万円 ��0 万円 ��0 万円

軽減割合 � 割軽減 � 割軽減 � 割軽減 － －

保険料額 ��,�00 円 ��,�00 円 ��,�00 円 ���,�00 円 ���,�00 円

◆保険料は年金から徴収されます
　保険料は、介護保険料と同様に、原則として年金か

ら徴収されます。ただし、年金受給額が年額１８万円

未満の方等は、納入通知書等により納付していただく

ことになります。

　皆さん一人一人の保険料は、平成２０年４月以降に

送付する保険料決定通知書でお知らせいたします。

▼問合せ

　役場住民生活課国保年金係（☎ 23 － 2467）

　北海道後期高齢者医療広域連合事務局

　（☎ 011 － 290 － 5601/ ホームページ URL

　http://iryokouiki-hokkaido.jp/）

＝ 保険料額

平成 20・21 年度の保険料率が決定しました

保険料の計算式

◆後期高齢者医療制度は今年 4月から ◆保険料は被保険者全員が納めます

後期高齢者医療制度がはじまります

＋
均等割額

43,143 円 （上限額 50 万円）

（※）公的年金に係る所得については、その所得から

　　  特別控除 15 万円を差し引きます
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①所得税額を正しく計算すると還付になる方

②退職所得があり、源泉徴収税額が還付になる方

③各種控除（医療費・社会保険料・扶養控除

　など）を受けることができる方

④新築住宅や中古住宅を取得して入居された

　方や、住宅の増改築をされた方

手続きに必要な書類

上記①～③共通および住民税申告

・源泉徴収票（コピーは不可）・印鑑

・金融機関の口座番号が分かるもの

　（本人名義のものに限る）

・国民健康保険料および介護保険料の領収書

・国民年金保険料支払証明書（平成 19 年中に支払っ

た分、社会保険料控除に該当する方）

・生命保険、地震・損害保険料控除証明書

　（各保険料控除に該当する方）

上記③の方で必要なもの

・医療費の明細書（１年分の医療費等を、医療を受

　けた人毎に集計したものが必要となりますので、

　事前に集計して明細書に記載してからお越しくだ

　さい。明細書は税務課税務係に用意してあります）

・医療費等の領収書・レシート

・医療費控除を受けることができる方は、支払った

　額が１０万円又は合計所得金額の５％のいずれか

　少ない方を超えた場合となります

上記④の方で必要なもの

・直接税務課税務係までお問い合わせください。

住民税の申告について

　確定申告の必要がない方であっても、国民健康保

険に加入している方、公営住宅の申込みや金銭借入

の手続き、老人医療費・児童手当などの受給手続き

に所得課税証明書が必要となる方は住民税の申告が

必要となります。

住民税の住宅ローン控除について

　税源移譲に伴い、平成 18 年末までに入居された

方に限り、住宅ローン控除限度額を所得税から控除

できない場合には、申請により住民税の所得割額か

ら控除する措置が設けられています。

　申請は下記の書類を持参のうえ、3 月 17 日まで

に行ってください。

①年末調整が済んでいる方

　給与所得の源泉徴収票

②年末調整が済んでいない方（確定申告をされる方）

　住宅取得借入金年末残高証明書

　住宅取得借入金控除証明書

白色事業所得者を対象とした収支内訳書の記載相談

　町では円滑な申告受付事務を行うために、事前に

下記の期間を収支内訳書の記載相談として設けまし

たので、事前に必要な書類等を整理のうえ、お気軽

にお越しください。

収支内訳書の記載相談日

▼期間　1 月 24 日（木）～ 2 月 15 日（金）

▼場所　大会議室（役場 1 階）

記載相談は上記期間の午前中としますが、都合の悪

い方はこの限りではありません。

法定調書の提出について

　年末調整事務に伴う平成１９年分給与支払報告書

（総括表・個人別明細書）の提出については、次の

とおりです。

▼提出期限　1 月 31 日（木）

▼提出場所　税務課税務係（役場１階）

　今回より総括表と給与支払報告書は、役場税務課

へ提出していただき、その他の書類は直接管轄の税

務署に提出となりますので、ご協力をお願いします。

　町では、給与・年金所得者を対象に、所得税の還付申告と住民税申告を、

下記の要領で受付します。　　　　◆詳細　税務課税務係（☎23 － 2332）

申告受付期間　1 月 24 日（木）～ 3 月 17 日（月）

所得税の還付申告ができる方
（給与収入・年金収入のみの方）

給与・年金所得者の還付申告と住民税申告


